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扶養
人数

本　　　人 配偶者・扶養
義務者・孤児
等の養育者全部支給 一部支給

₀ １９万円 １９２万円 ２３６万円
₁ ５７万円 ２３０万円 ２７４万円
₂ ９５万円 ２６８万円 ３１２万円
₃ １３３万円 ３０６万円 ３５０万円
₄ １７１万円 ３４４万円 ３８８万円

児童扶養手当所得制限限度額

所得制限未満の場合、全部支給または、一部支給となります。
※一律控除（₈万円）のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※受給資格者になられた方は、毎年₈月に現況届の提出が必要です。

  

父
親
の
い
な
い
家
庭
や
、
父
親

が
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
家

庭
の
子
ど
も
の
母
、
ま
た
は
母
に

代
わ
っ
て
そ
の
子
ど
も
を
養
育
し

て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
場
合

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た

・
父
が
死
亡
し
た

・
父
に
一
定
の
障
害
が
あ
る

・
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

・
父
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

・
父
が
法
令
に
よ
り
１
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た

  

た
だ
し
、
右
記
の
場
合
で
も
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

手
当
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
申
請
す
る
方
が
公
的
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
父
ま
た
は
母
の
死
亡

に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
父
に
支
給
さ
れ
る
公

的
年
金
の
額
の
加
算
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等（
母

子
生
活
支
援
施
設
な
ど
を
除
く
）

に
入
所
し
て
い
る
と
き

※
平
成
10
年
３
月
31
日
以
前
に
手

当
の
支
給
要
件
に
該
当
し
た
も
の

の
、
受
給
申
請
を
し
な
い
ま
ま
、

そ
の
間
状
況
的
に
変
わ
ら
な
か
っ

た
場
合
、
原
則
と
し
て
申
請
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
戸
籍
上
婚
姻
届
を
提
出

し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合（
内

縁
関
係
な
ど
）も
手
当
受
給
の
対

象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
受
給

中
の
方
も
、
事
実
婚
の
実
態
が
判

明
し
た
場
合
、
手
当
を
返
還
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
支
給
額（
全
額
支
給
の
場
合
）

　

１
人
⇨
月
額
４
１
，
７
２
０
円  

２
人
⇨
月
額
４
６
，
７
２
０
円  

３
人
目
以
降
⇨
子
ど
も
２
人
の

場
合
の
月
額
に
、
１
人
に
つ
き

３
，
０
０
０
円
を
加
算

※
手
当
は
４
月
・
８
月
・
12
月
の

年
３
回
に
分
け
て
、
４
か
月
分
ず

つ
支
払
わ
れ
ま
す
。

●
年
齢

  

18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末

（
３
月
31
日
）ま
で
で
す
。
ま
た
、

介
護
保
険
被
保
険
者
証

に
つ
い
て

介
護
報
酬
が
変
わ
り
ま

し
た

　

65
歳
以
上
の
町
民
の
方
は
、
伊

奈
町
の
介
護
保
険
被
保
険
者
と
な

り
ま
す
。
町
で
は
、
65
歳
到
達
日

（
65
歳
の
誕
生
日
の
前
日
）の
属
す

る
月
の
前
月
末
に
「
介
護
保
険
被

保
険
者
証
」
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
こ
の
証
は
、
特
定
健
康
診
査

と
同
時
に
実
施
さ
れ
る
生
活
機
能

評
価
を
受
け
る
時
や
、
要
介
護
認

定
の
申
請
を
す
る
時
に
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　

平
成
21
年
度
の
介
護
保
険
制
度

改
正
で
、
介
護
報
酬（
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
標
準
単
価
）の
改
定
が
行

わ
れ
、
全
体
で
３
％
の
引
き
上
げ

と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
４
月
以
降

に
３
月
ま
で
と
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
場
合
、自
己
負
担
額（
利

用
料
）が
高
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
事

業
所
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問　

福
祉
課
介
護
認
定
給
付
係

２
１
２
４

一
定
の
障
害
の
あ
る
児
童
は
20
歳

に
な
る
ま
で
で
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
か
か

わ
る
優
遇
制
度
が
あ
り
ま
す
。（
Ｊ

Ｒ
通
勤
定
期
乗
車
券
の
割
引
制
度

な
ど
）

  

一
定
の
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満

の
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
子
ど
も
が
障
害
に
よ
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等
に

入
所
し
て
い
る
と
き

●
支
給
額

　

重
度
の
場
合
⇨
１
人
に
つ
き

月
額
５
０
，
７
５
０
円  

　

中
度
の
場
合
⇨
１
人
に
つ
き

３
３
，
８
０
０
円

※
手
当
は
４
月
・
８
月
・
11
月

の
年
３
回
に
分
け
て
、
４
か
月

分
ず
つ
支
払
わ
れ
ま
す
。

特別児童扶養手当所得制限限度額

所得制限未満の場合に支給となります。
※一律控除（₈万円）のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※受給資格者になられた方は、年₁回所得状況届の提出が必要です。

扶養
人数 本　　人 配偶者・

扶養義務者
₀ ４５９万６千円 ６２８万７千円
₁ ４９７万６千円 ６５３万６千円
₂ ５３５万６千円 ６７４万９千円
₃ ５７３万６千円 ６９６万２千円

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

問　

詳
し
く
は
福
祉
課
障
害
者

福
祉
係

２
１
２
２
へ

　

両
制
度
と
も
に
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
。（
外
国
人
の
方
も
受

給
で
き
ま
す
。）

　

こ
れ
ら
の
手
当
は
、
申
請
を

し
た
翌
月
か
ら
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
各
制
度
の
受
給

者
が
受
給
要
件
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合（
転
入
・
転
出
・
氏
名

変
更
・
児
童
数
の
増
減
な
ど
）

は
、
福
祉
課
へ
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

次の方を対象に児童扶養手当
および特別児童扶養手当を

支給します。

児　　童
特別児童
扶養手当制度

児　　童
特別児童
扶養手当制度

◆
児
童
扶
養
手
当

問　

詳
し
く
は
福
祉
課
児
童
係

２
１
２
７
へ
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　次の点にご注意いただき、ごみの
分別にご協力ください。
１．異物を取り除く
　王冠、キャップ、ワインのコ
ルクなどの異物を取り除き、水
ですすいでお出しください。
２．色別にご協力を
　透明と色付に分別してお出しください。
３．再利用にご協力を
　酒ビン・ビールビンのように再利用（リ
ユース）できるものは、酒屋さん等に引き
取ってもらいましょう。
※化粧品や耐熱性のビンは、「不燃ごみ」
の日に出してください。
※資源ごみ全般を出すときの注意
　それぞれの資源以外のものは混ぜないで
ください。資源以外のものが混ざっている
と、資源として再利用できなくなってしま
います。

ごみの分け方・出し方

『ビン』第5回

介
護
保
険
料
額
が
決
ま

り
ま
し
た

　

第
4
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の

策
定
に
伴
い
、
65
歳
以
上
の
方
の

平
成
21
年
度
～
23
年
度
の
介
護
保

険
料
額
が
決
定
し
ま
し
た（
左
表

参
照
）。
20
年
度
ま
で
の
保
険
料

段
階
設
定
よ
り
も
、
き
め
細
か
く

負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
料
負
担

と
な
り
ま
す
。
変
更
点
は
次
の
３

点
で
す
。

①
保
険
料
の
基
準
額
が
変
わ
り
ま

し
た
。
18
年
度
～
20
年
度
の
基
準

額
よ
り
１
，
１
０
０
円
引
き
下

げ
、
21
年
度
～
23
年
度
は
４
３
，

５
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

②
左
の
表
中
、
特
例
第
4
段
階
の

方
は
、
21
年
度
～
23
年
度
の
特
例

と
し
て
、従
来
の
保
険
料
段
階（
第

4
段
階
）よ
り
も
保
険
料
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

③
本
人
が
市
町
村
民
税
課
税
の
方

の
保
険
料
段
階
を
細
分
化
し
ま
し

た（
表
中
、
第
5
・
６
・
７
段
階

参
照
）。
な
お
、
第
6
段
階
と
第

7
段
階
の
基
準
額
に
対
す
る
割
合

に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
介
護
従
事
者
処
遇
改
善

の
た
め
の
介
護
報
酬
改
定
に
伴
う

保
険
料
増
額
分
の
半
額
は
、
平
成

21
年
度
～
23
年
度
の
３
年
間
に
限

り
、
国
の
財
政
措
置
に
よ
り
軽
減

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
１
割

を
利
用
者
が
負
担
し
、
残
り
の
９

割
が
保
険
給
付
さ
れ
ま
す
。
平
成

21
年
度
～
23
年
度
に
お
い
て
は
、

65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
は
、
保

険
給
付
の
20
％
を
占
め
る
重
要
な

財
源
と
な
り
ま
す
の
で
、
納
入
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
納
め
方
と
通
知
の
時
期

①
す
で
に
年
金
か
ら
の
天
引
き
が

　

始
ま
っ
て
い
る
方

　

4
月
、
６
月
の
年
金
か
ら
も
２

月
の
年
金
天
引
額
と
同
額
の
保
険

料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

②
平
成
21
年
度
介
護
保
険
料
特
別

　

徴
収
開
始
通
知
書
が
届
い
た
方

　

お
知
ら
せ
し
た
額
で
４
月
ま
た

は
、
６
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
が

開
始
さ
れ
ま
す
。

③
す
べ
て
の
方（
①
②
の
方
を
含

　

む
）

　

７
月
に
納
入
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。
年
間
保
険
料
額
と
納
め
方

（
年
金
天
引
ま
た
は
、
納
付
書
や

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
）を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
年
度
途
中

に
65
歳
に
到
達
し
た
方
や
町
外
か

ら
の
転
入
者
に
は
、
７
月
以
降
随

時
、
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。

問　

福
祉
課
介
護
保
険
管
理
係

２
１
２
４

所得段階 対 象 と な る 方
基準額
に対す
る割合

年額

第₁段階
生活保護受給者および老齢福祉
年金受給者であって世帯員全員
が市町村民税非課税の方

0.50 21,700

第₂段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本
人の前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円以下の方

0.50 21,700

第₃段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本
人の前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円を超える方

0.75 32,600

特例
第₄段階

世帯の誰かに市町村民税が課税され
ているが、本人は市町村民税非課税
で、前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円以下の方

0.91 39,500

第₄段階
世帯の誰かに市町村民税が課税され
ているが、本人は市町村民税非課税
で、前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円を超える方

1.00 43,500

第₅段階 本人市町村民税課税で、前年の
合計所得金額が125万円未満の方 1.08 46,900

第₆段階
本人市町村民税課税で、前年の
合計所得金額が125万円以上200
万円未満の方

1.25 54,300

第₇段階 本人市町村民税課税で、前年の
合計所得金額が200万円以上の方 1.50 65,200

平成21年度の介護保険料額 （単位：円）

基
準
額
が
引
き
下
げ
に

　町では、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ９品目（プラスチック製包装容器、
カン、ペットボトル、透明ビン、色付ビン、古紙、古着、蛍光管等、廃乾電池）
の計11種類に分別しています。
　分別が不十分だと、資源として再利用できないほか、地球温暖化の原因やご
み収集車両およびごみ処理施設での火災事故等にもつながり大変危険です。
「ルールを守ろう！」
◦ごみは分別して、収集日の朝８時までに決められた集積所に出す。
◦ごみを出す際は、透明または中身が確認できる半透明の袋を使う。ダンボー
ルや黒い袋は使用不可。
◦容器類は中を水洗いする。中身が付着していると、悪臭が発生しカラスや猫
等によるごみ散乱の原因となります。
◦ごみ集積所は、利用者全員で協力して清潔に管理してください。
※ごみの分け方・出し方について詳しくは、「ごみ収集カレンダー」や「家庭ご
みの出し方・分け方パンフレット」または、町ホームページをご覧ください。
●ライター・着火器具のごみの出し方が変わりました
　ごみ収集車両や処理施設での火災事故を防止するため、
４月からライター等を廃乾電池と同集積所で収集します。
収集日　７月、１月それぞれ１日ずつの年２回
　ライター等を、透明または半透明の袋に入れて、収集日
の朝８時までに決められた集積所に出してください。
問　環境対策課 ２２５２

ごみ出しのルールとマナーを守りましょう！


